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  静岡市 

「住まい」の写真を貼ってください 
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はじめに 

「住まい」は、家族との思い出がつまった大切な場所です。しかし、誰も住まなくな

ると家はどんどん古くなり、気づかないうちにトラブルや危険が増えてしまいます。 

たとえば、 

 草が伸びたり虫が発生したりして、近所の迷惑になる 

 建物が傷んで倒れる危険が高まる 

 空き巣に入られたり、火災が起きたりしやすくなる 

 市から指導や勧告を受け、税金が高くなることがある 

このような問題は、「この家をどうしたいか」を決めないまま時間がたつことで起こ

りやすくなります。 

 

■ 状況別のおすすめ行動 

 すでに空き家をお持ちの場合 

→ 家の価値が下がる前に、「活かす」「仕舞う」を検討しましょう。 

 今住んでいる家が将来空き家になりそうな場合 

→ ご自身が元気なうちに、家の将来について家族と話し合いましょう。 

 相続で将来空き家を持つかもしれない場合 

→ 親が元気なうちから「家をどうしたいか」を確認しておきましょう。 

早めに整理して話し合っておくことで、後の負担がぐっと軽くなります。 

 

■ このノートの役割 

 今の住まいの状況を整理する 

 これからどうしたいか考える 

 家族で話し合い、気持ちや情報を共有する 

 

これらの手助けをします。一気に書く必要はありません。書けるところから少しずつ

記入してください。 

※このノートの記載内容には、遺言書のような法的効力はありません。 

遺言書等の作成については 21 ページを参考にしてください。 
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「住まい」のこと 

①所在地                   ②建てられた年 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  大正・昭和・平成・令和     年 

 

③登記上の所有者（共有の場合は持ち分も記入しましょう） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿（  /  ）＿＿＿＿＿＿＿（  /  ）＿＿＿＿＿＿＿（  /  ） 

 

④所有権以外の権利    ⑤構造 

無・有（      ）  木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・その他（     ） 

 

⑥階数          ⑦水道（連絡先） 

＿＿＿＿＿＿  階建て  上下水道お客様サービスセンター ☎054－251－1132 

 

⑧電気会社名・連絡先           ⑨ガス会社名・連絡先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿☎ ＿＿＿＿＿＿ ＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿☎＿＿ ＿＿＿＿ ＿ 

⑨インターネット等・連絡先 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿☎ ＿＿＿＿＿＿ ＿ 

 

⑩接している道路（何ｍくらいの幅ですか）       ⑪駐車場 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   ｍくらい    ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿台分 

①～⑨は次の書類で確認することができます。 

①～⑥ 全部事項証明書（土地・建物それぞれ） 

⑦～⑨ 各料金の請求書など 

 全部事項証明書 

概要 不動産などの権利関係を示す書類 

手数料 490～600 円 / 1 枚 

取得方法 

インターネット 

  

 

     静岡地方法務局ホームページ 

 

お近くの法務局 
静岡地方法務局：静岡市葵区追手町 9－50  

平日 9：00～17：00 
清水出張所  ：静岡市清水区松原町 2－15 
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 （参考）全部事項証明書の見方 
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「住まい」の土地のこと 
 

土地は「筆」という単位で区切られています。１つの土地に見えても２

筆、３筆と分かれている土地かもしれません。 

また、土地の種類は、宅地・畑・雑種地・原野などさまざまなものがあり

ます。 

土地の種類によって、処分するときに制限がかかる場合があります。事前

に確認しておきましょう。 

  

①所在地・地番 ②所有者 ③地目 ④面積 
⑤所有権以外の 

権利の有無 

例） 特別区南都一丁目１０１番 法務 五郎 宅地 300．00 ㎡ 有（抵当権） 
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（参考）全部事項証明書の見方 
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相続について 

 

「相続登記されているか」「今後どのように相続が広がるか」などを確認するために家系

図を作成してみましょう。 

 

※あくまで参考例です。具体的な相続範囲を確認したい場合やお困りごとなどがある場合は、司

法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。            ▶▶▶次ページ参考▶▶▶ 
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（参考）法定相続人について 

不動産（建物、土地）を含め、遺産を受け継ぐことができる法定相続人の順番・範囲は、 

法律で定められています。お亡くなりになった方（被相続人）の配偶者に加え、子、父

母、 兄弟姉妹の順で相続人を決定します。 

※相続人となる子や兄弟姉妹が先にお亡くなりになっている場合、その孫や甥・姪等が法

定相続人となる場合もあります（代襲相続）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）令和６年４月１日から相続登記が義務化 

概要 

・相続したことを知った日から３年以内に登記 

・義務化前の相続も対象 
※正当な理由なく義務に違反した場合、10 万円以下の過料が科される可能性があります。 

※義務化前に相続したことを知った不動産は、令和 9年 3 月末までに登記する必要があります。 

詳細 
 
    法務省ホームページ 

 

（参考）相続手続きなどに関する相談先 

 静岡県司法書士会 

（司法書士総合相談センターしずおか） 

静岡県弁護士会 

静岡支部 

日時 
無料電話相談 

月～金 14：00～16：00  

無料面談相談予約 

月～金 9：00～17：00  

相談予約 

平日 9:00～12:00,13:00～17:00 

連絡先 054-289-3704 054-289-3700 054-252-0008 

HP 

    

◎ 配偶者：常に相続人 

配偶者は以下の相続人とともに常に相続人となります。 

① 第１順位：子・孫等 

被相続人に子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。 配偶者がいない場合

は、子がすべてを相続します。 

② 第２順位：親・祖父母等 

被相続人に子がいない場合は、配偶者と父母が相続人となります。配偶者と子がいな

い場合は、父母がすべてを相続します。 

③ 第３順位：兄弟姉妹・おいめい等 

被相続人に子も父母もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。配偶者

がいない場合は、兄弟姉妹がすべてを相続します。 
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「住まい」の家財 

あるものには☑を付け、今後の扱い方や保管場所などを記入しましょう。 

区分 内容 今後の扱い方 備考（保管場所など） 

仏壇・神棚 □仏壇・神棚   

思い出の品 

□写真・アルバム   

□本・雑誌   

□手紙・日記   

□宝石類   

その他 
   

   

（参考）家財処分について：静岡市ごみの出し方分別ガイドブック抜粋 

家電 4 品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機） 
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多量に出た家庭ごみを直接工場に持ち込む場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多量に出た家庭ごみについて自分で持ち込みできない場合（有料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

「住まい」について伝えておきたいこと 

近所の人との申合せ事項（隣地境界・越境物など） 

 

 

建替えについての制約 

 

 

道路についての制約 
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地下の埋設物について 

 

 

近隣に伝えておきたいこと 

 

 

その他 
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「住まい」のリフォーム歴 

リフォームした日 場所 内容 

例）平成 20 年１月頃 トイレ 和式から洋式にした 
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その他所有している不動産（物置や農地など） 

不動産種別 所在地・地番 所有者 地目 備考 

     

 

貸し借りしている不動産 

不動産種別 所在地・地番 所有者 連絡先 備考 
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「住まい」をどうする？活かす？仕舞う？ 

「住まい」が空き家になった場合は「活かす（活用）」「仕舞う（除却）」の行動をと

ることが大切です。いずれもできない場合は、空き家の適切な管理が不可欠です。それぞ

れのメリットデメリットなどを確認し、あなたの意向を記入しましょう。 

■ あなたが生きている間 

建物 土地 

□売りたい □売りたい 

□貸したい □貸したい 

□その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） □その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 

 

■ あなたが亡くなった後 

建物 土地 

□相続人の間で相談してほしい □相続人の間で相談してほしい 

□引き継がせたい（誰に：＿＿＿＿＿＿） □引き継がせたい（誰に：＿＿＿＿＿＿） 

□その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） □その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 
 

方法 

活かす 仕舞う 適正管理 

売る 貸す 
空き家解体 

土地所有 

空き家解体 

土地売る or活用 
所有 

一般的な 

メリット 

現金化できる／

管理の手間がな

くなる 

家賃収入が得ら

れる／資産を維

持できる 

建物維持の手

間やコストが

不要になる 

空き家を解体し

てからのほうが

売却しやすいケ

ースもある／駐

車場等収入が得

られる 

資産として保持

できる／将来の

活用や相続の選

択肢が残る 

一般的な 

デメリット 

不動産事業者に

よって対応異な

る／売却までに

時間がかかる場

合がある 

入居者管理や修

繕の手間が発生

／契約内容やト

ラブル対応に注

意 

土地の管理責任／固定資産税の

負担増 

管理や維持費が

継続的に必要／

老朽化によるト

ラブルリスク 

相談先 

お近くの不動産事業者 
お近くの解体業

者 

お近くの解体業者

や不動産事業者 
― 

  

      or ☎054-221-1192（住宅政策課 空き家なんでも相談窓口） 

使える制度 

空き家情報バン

ク／片づけ補助

金／控除（条件

あり） 

改修補助金／片

づけ補助金 

【令和 8・9年度限定】 

耐震性のない空き家の解体補助金

（条件あり） 
お庭の無料点検 

備考 16 ページへ 17 ページ上へ 17 ページ中段へ 17 ページ下へ 
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■使える制度（売る） 

 静岡市空き家情報バンク 

イメージ図 

  

中山間地域

物件の場合 

・所有者（不動産事業者の仲介なし）でも登録可能 

・空き家片づけ補助金利用可能 

詳細 

・ 

登録方法 

 

    or ☎054-221-1590（住宅政策課 住まい支援係） 

 
空き家情報バンク  中山間地域空き家情報バンク 

 

 空き家譲渡所得に係る特別控除 

イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

対象 

以下条件全て満たす場合 

  ・被相続人が生前空き家で一人暮らししていた 

  ・建物が昭和 56 年 5月 31 日以前に建築 

  ・相続から売却まで空き家であった 

・相続日から 3年を経過する日の属する年の 12月 31 日までに売却 等 

手続きの 

流れ 

 

 

 

 

 

制度概要 

 

国土交通省ホームページ 

被相続人居住用

家屋等確認書 

申請方法 

 

 静岡市ホームページ or ☎054-221-1192（住宅政策課 空き家対策係） 

 

不動産事業者 

 

空き家情報バンクの登録 

 

空き家所有者 

 

空き家を 

売りたい！ 

貸したい！ 

①契約 

 静岡市住宅政策課 

 

空き家情報バンク 

（市ＨＰ）に物件掲載 

②申請 ③登録 

 
 

空き家 

利用希望者 
 

空き家を 

買いたい！ 

借りたい！ ⑤物件紹介 

④物件閲覧 

⑥契約 

相続人 

①書類提出 

静岡市 

住宅政策課 

②「被相続人

居住用家屋等

確認書」交付 

③確定申告 

（②を添付） 

税務署 

被相続人 

（亡くなられた方） 

売却 

相続人が売却 

相続などで取得 

1 人 3000 万円まで控除 
※相続人 3 人以上は 

1 人 2000 万円まで控除 

売却利益 

【購入の場合】 

補助金利用可能 
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■使える制度（貸す） 

制度 
静岡市空き家改修補助金 

（中山間地域除く） 

空き家改修補助金 

（中山間地域） 
空き家片付け補助金 

対象者 改修して貸し出す方 

空き家情報バンクに

登録された空き家の

所有者 

補助率 ３分の２ ２分の１ 

上限額 

①～③のいずれかに該当するよう

入居者を募る場合 200 万円  

※入居者が決定してから申請 

 

入居する方が①～④のいずれか

に該当する場合 200 万円 

20 万円 

①市外からの移住者 

②15 歳未満のこどもがいる世帯 

③夫婦等のいずれかが 40歳未満の世帯 

条件をつけず入居者を募る場合

100 万円 

 

※ゆとりある住宅地区（大谷・草

薙・馬走の一部）内の住宅の場合

200 万円 

④井川・梅ヶ島・大河内・玉

川・大川・清沢・両河内地区の

物件 200 万円 

 

①～④以外の場合 100 万円 

詳細 

  

 

相談先 ☎054-221-1590（住宅政策課 住まい支援係） 

■使える制度（空き家解体） 

 【令和 8・9 年度限定】耐震性のない空き家の解体補助金 

概要 

対象経費：空き家の母屋の解体に要する費用 

補助金額：1/2 以内（上限 100 万円） 

条  件：1 年以上居住や使用されていないもの／耐震診断の結果、倒壊のおそれがある

と判断されたもの／敷地内全てを更地にすること／など ※解体前に要申請 

詳細 

・ 

連絡先 

 

 静岡市ホームページ or ☎054-221-1192（住宅政策課 空き家対策係） 

 

■使える制度（所有） 

 空き家のお庭無料点検 

概要 

近隣からの空き家相談の約 7 割が草木の問題です。 

そこで、初年度は年 2 回まで無料点検（写真付き報告書）を実施し、 

必要に応じて作業依頼（有料）にもそのまま対応しています。 

詳細 

・ 

連絡先 

 

 or ☎090-8391-3762（静岡市造園緑化協会） 

※平日 9：00～16：00 
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「住まい」が空き家になる前にできること 

「住まい」が空き家になるきっかけは、住人が亡くなったときや施設に入ったときな

ど、どうしても気持ちの整理が難しい場面が多くなりがちです。 

 家をどうするのか 

 誰が判断し、手続きをするのか 

が決まっていないと、「住まい」がそのまま残り、困る人が出てしまうことも少なくあ

りません。ご自身が元気なうちに、少し準備しておくことは、将来の自分の安心につなが

り、関わる人たちの負担を減らすことにもなります。 

 

① 終活全般について知っておきましょう 

住まいのことだけでなく、これからも自分らしく生きる

ために、 

 これまでやこれからについて思いを整理したり 

 その思いを家族や大切な方と、あるいは、医療や介

護・福祉の専門職と共有する 

そのツールの一つとして、 地域包括ケア推進課が発行し

ているエンディングノートがあります。 

これからの暮らしや、もしものときに備えるために、 住

まいのエンディングノートとあわせて活用してみてくださ

い。 

 

 窓口 HP 

配架場所 

 地域包括ケア推進課 

(静岡市役所静岡庁舎新館 14階) 

 地域包括支援センター 

 各区高齢介護課 

 

 

また、終活に取り組む高齢者の皆さまから寄せられる、「“もしも”のときに家族に負

担をかけたくない」「葬儀や家財処分等が、事業者と契約したとおりに行われるか不安」

「“もしも”のときは、自分の財産を若い世代のために使ってほしい」といった声にお応

えするため、静岡市では終活支援に関する次の未来のあんしんに向けた取組を行っていま

す。あわせて活用してみてください。   



19 
 

   



20 
 

   



21 
 

② 遺言書を作成しておくと安心です 

遺言書とは、誰にどの財産をどれだけ相続させたいかを指定し、その指定に法的効力を

持たせるものです。法律にそって作成された遺言書の記載は、法定相続分のルールに優先

します。そのため、遺言書は、ご自身の財産をご家族へ確実に託し、相続をめぐる紛争を

防止するための有用な手段です。 

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の３つの形式があります。こ

のうち、自筆証書遺言と公正証書遺言について、その違いを表に示します。 

 

 自筆証書遺言 公正証書遺言 

作成方法 
遺言者本人が全文 

日付・氏名を自書及び捺印する 

遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公

証人が書面にする 

保管方法 
遺言者本人の判断により、自宅で保

管または法務局に預ける 
原本は公証役場において厳重に保管される 

家庭裁判所の 

検認 

必要 

（法務局に預けた場合は検認不要） 
不要 

特徴 

・作成費用がかからない 

・作成に手間がかからない 

・内容に不備があると無効になる可

能性がある 

・自宅保管の場合、紛失や改ざんの

恐れがある 

・自宅保管の場合、相続人に発見さ

れないことがある 

・無効な遺言書になりにくい 

・紛失や改ざんの恐れがない 

・公証人が出張して作成することが可能 

手数料 法務局に預ける場合 3,900 円 

財産の合計額によって異なる 

（例） 

1000 万円を超え 3000 万以下  23,000 円 

3000 万を超え 5000 万以下   29,000 円 

詳細 

・ 

相談先 

 

法務省 HP 

 

 

 

 

 

静岡公証人合同役場 

（追手町 2-12 安藤ハザマビル 3F） 

☎054-252-8988 
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③ 不動産に関わる書類をまとめておきましょう 

ご自身に何かあったとき、「住まい」の管理や手続きを行う人が、必要な情報をすぐに

把握できることが重要です。 

書類を揃えるだけでなく、保管場所を分かる形で残しておくことを意識しましょう。 

【主な書類の例】 

 登記済権利書（不動産登記識別情報） 

 土地・建物の登記簿謄本、公図 

 購入時の売買契約書 

 土地の境界に関する書類 

 建築確認通知書、建築設計図 

 リフォームの書類 

 火災保険・地震保険の証書 

 固定資産評価証明 
 

④ 近所づきあいを大切にしましょう 

日頃から近所づきあいを大切にすることで、空き家になった後のトラブルを防ぎやすく

なります。あわせて、相続人や管理する方の連絡先を伝えておくと安心です。 

■ 静岡市 空き家に関するワンストップ相談会 
 

 

 

■ まとめ 

住まいについての考えは、このエンディングノートの中で整理しました。ここで書いた

ことが、これからの暮らしや、もしものときの安心につながるよう、無理のないペースで

活用してみてください。ご不明な点等ございましたら、下記までご連絡ください。 

概要 
同じ会場で１日に複数の専門家に無料で相談できる、 

空き家に関する相談会を開催します    

専門家 弁護士・司法書士・税理士・建築士・宅地建物取引士 

日時 令和８年度に３回開催予定（7～8 月、10～11 月、1～2 月） 

対象 市内に空き家を所有している又は将来所有する可能性がある人 

詳細 

 

     静岡市ホームページ 

 

 静岡市住宅政策課 空き家なんでも相談窓口 

📱インターネット 
 

 

☎電話 054-221-1192 

平日 8：30～17：15 
🏢窓口 

静岡市役所 静岡庁舎 新館 5 階 

（静岡市葵区追手町 5-1） 
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「住まい」のエンディングノート 

静岡市葵区追手町 5-1   

静岡市住宅政策課   

☎054-221-1192   

（令和 8年 6 月版）  


